
杉の子幼保連携型認定こども園重要事項説明書

１．施設の目的及び運営の方針

（１）運営主体（事業者の概要）

事業者の名称 社会福祉法人 杉の子福祉会

事業者の所在地 宮崎県延岡市富美山町５２４－１

事業者の連絡先 TEL 0982‐ 32‐3449／FAX 0982-32-3463

代表者氏名 理事長 木本一成

（２）施設の概要

種別 幼保連携型認定こども園

名称 山下保育所

所在地 宮崎県延岡市山下町 1 丁目 7－９

連絡先 TEL 0982‐ 32‐3032／FAX 0982-32-3083

施設長氏名 高妻美香

開設年月日 平成 29 年 4 月 1 日

利用定員

年齢区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

１号 ― 人 ― 人 ― 人 3 人 2 人 ４人 9 人

２号・３号 5 人 13 人 19 人 12 人 19 人 15 人 83 人

合計 5 人 13 19 人 15 人 21 人 19 人 92 人  

当園の基本理念・方針

保育・教育理念

親子の絆の確立を支援し子供の成長発達に応じた保育を追求する。

保育・教育方針

食育…健全な食生活を通して心身を育てる。

遊育…発達に応じた遊びを通して心身を育てる。

共育…家庭や地域と共に心身を育てる。

幼保連携型認定こども園山下保育所四原則

〇山下保育所は、子供達が自然に近い環境で遊べるようにしていま

す。

〇山下保育所の保育は子供達の「群れ遊び」を大切にしています。

〇山下保育所は子供達が自ら「考え」「行動」する保育をしていま

す。

〇山下保育所の保育は全て「当園の職員」で行っています。



（３）施設の概要

敷地
敷地全体 1349.43 ㎡

園庭 445.6 ㎡

園舎
構造 鉄骨造 耐火

延べ 903.83 ㎡

（４）主な設備の概要

設備 部屋数 備考

乳児室 １室

ほふく室 １室

保育室 ４室

2 歳児クラス

3 歳児クラス

4 歳児クラス

5 歳児クラス

調理室 １室

（５）職員体制（令和 6 年 4 月 1 日 現在）

職種 員数 常勤 非常勤 備考

園長 １人 １人 人

事務長 １人 １人 人

主幹保育教諭 1 人 1 人 人

保育教諭 16 人 10 人 6 人

助保育教諭、講師 2 人 2 人 人

栄養士 1 人 1 人 人

調理員 1 人 1 人 人

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】

提供する曜日 月曜日から金曜日まで

保育時間 教育標準時間 午前 9 時 00 分～午後 14 時 00 分（5 時間）

預かり保育 保育時間
朝：7 時～9 時

夕：14 時～ 18 時



休業日

日曜日・土曜日・国民の休日

年末・年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

夏期休園（8 月 7 日～8 月 16 日）

冬期休園（12 月 26 日～1 月 7 日）

春季休園（4 月 1 日～4 月 6 日）

【２号・３号認定子ども（保育認定）】

提供する曜日 月曜日から土曜日まで

保育時間
保育標準時間 午前 7 時 00 分～午後 18 時 00 分（１１時間）

保育短時間 午前 9 時 00 分～午後 17 時 00 分（８時間）

延長保育

保育標準時間
朝：

夕：18 時～ 20 時

保育短時間
朝：7 時～9 時

夕：18 時～ 20 時

開所時間
月～金曜日 午前 7 時 00 分～午後 18 時 00 分

土曜日 午前 7 時 00 分～午後 18 時 00 分

休業日
日曜日・国民の休日

年末年始（１２月２９日～１月３日）

（７）利用料等

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）

給食費

（1 号認定・2 号認定）

主食費   月額 1500 円

副食費 月額 4500 円

保育料 /給食費以外の費用 帽子 随時購入 1020 円

その他

（１号認定子どもの預かり保育

に係る費用）

日額 450 円

18 時～19 時 200 円

（２号・３号認定子どもの延長

保育に係る費用）
18 時～19 時 200 円



（８）支払方法

＊保育料（3 号認定）・給食費（1 号・ 2 号認定）納入方法は口座振替

＊保育料（3 号認定）と給食の振替日は毎月 25 日です。ただし、その日が土日、祝日の場合は、

銀行の翌営業日となります。

＊1 号認定・2 号認定の主食代は、毎月雑費袋で現金での支払いとなります。

＊延長料金は、現金支払いとなります。

（９）提供する特定教育・保育の内容

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・

保育要領に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。

毎日の保育内容はインスタや園の掲示板で提供します。

（１０）年間行事予定

月 行事内容

４月 入園式

５月

６月 園児健診、歯牙検診、検尿、交通安全教室

７月 プール開き、七夕、夏祭り

８月 郷土芸能大会（5 歳児クラス）

９月 祖父母参観

１０月 園児健診、入園説明会 バス遠足、

１１月 運動会、交通安全教室、

１２月 クリスマス会、

１月 行縢登山（太陽の子）

２月 節分、保育展

３月 ひな祭り、保育展、終了式、卒園式、入園説明会

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

利用者の内定

【１号認定子ども】

 施設の管理者が定めた選考方法による

【２号・３号認定子ども】

 市が行う利用調整による

利用決定 利用契約書の締結による



退園理由

・１号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含

む。）

・保護者から退園の申出があったとき

・利用継続が不可能であると市が認めたとき

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき

利用に当たっての

留意事項

・道路交通法により 6 歳未満のお子さんにはチャイルドシートの着

用が義務付けられています。子供さんの安全のためにも着用しま

しょう。

・送迎時は、お子さんと手を繋ぐ、もしくは、お子さんの側から離

れずに交通ルールを守って送迎してください。

・お子さんの送迎は、車を駐車してお子さんを送迎してください。

・「送迎駐車場」への駐車は送迎時か園に用事がある時のみです。

私用での駐車はご遠慮下さい。

・送迎時及び駐車場内においての事故、盗難などについては、山下

保育所は一切の責任を負いかねます。

・緊急を要する事項ご連絡ください。毎朝、各クラスの職員が確認

しています。

・当園では事故防止のため、お子さんの送迎は原則として保護者の

方にお願いします。

保護者の方以外がお迎えに来られるときは、事前に必ず電話か保

育教諭に直接、お迎えに来られる方の身長、服装、お名前をお伝

えください。（身分証明書の掲示を求める場合もあります。）

ご連絡がない場合は、子供さんがその人に喜んで寄って行っても

お渡しできない場合もございますので、ご了承ください。

・スイミング、塾等の習い事による業者の送迎は認めません。

・子供さんを養育する人が変わったときは、速やかに園長にお申し

出て下さい。親権者が変わられて、お申し出があるときは非親権

者がお迎えに来られてもお渡しすることは出来なくなります。

お申し出のない方には、子供さんをお渡しすることになります。

・集団予防を目的とする感染症 B 型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌

・四種混合・BCG・MR・日本脳炎の予防接種を必ず受けてくださ

い。予防接種を受けないご家庭は、本園の利用はできません。

・子供が、感染症や疾病等の理由により出席する事が満たさないと

判断した際は、出席の停止を命じることがあります。本園では、

病気への抵抗力のない多くの乳児や 3 歳未満児が集団保育とい

う感染可能な環境にある事情だけでなく、長時間余儀なくされて

いるため、精神的負担が大きいという特殊性に鑑み、医師からの

登園許可書を提出されても、本園では学校保健安全性≪第 19 条

出席停止≫に準じて出席停止を命じることがあります。

・当園では完全除去食は行っていません。子供さんがアレルギーと

思われる方は、専門の医療機関を受診してください。

（１２）学校医・嘱託医

医療機関の名称 早田病院

医院長名 早田泰英

所在地 宮崎県延岡市高千穂通 3748 番地 1

電話番号 0982‐33‐5577

（１３）学校歯科医・嘱託歯科医



医療機関の名称 岩木歯科医院

医院長名 岩木秀文

所在地 宮崎県延岡市山下町 2 丁目 5－11

電話番号 0982‐32‐6480

（１４）緊急時における対応方法

特定教育・保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用

子どもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じ

ます。

【管轄する消防署】

消防署名 延岡市消防本部

所在地 宮崎県延岡市野地町 5 丁目 2761

電話番号 0982‐22‐7103

【管轄する警察署】

警察署名 延岡駅交番

所在地 宮崎県延岡市幸町 3 丁目 4273 番地 4

電話番号 0982‐33‐3539

（１５）非常災害対策

防火管理者※ 高妻美香

避難訓練 毎月、火災、地震、風水害を想定して避難訓練をしています。

防災設備 消火器、誘導丌、火災報知器

避難場所
津波の場合・・・杉の子認定こども園屋上

火災の場合・・・杉の子認定こども園プレイグラウンド

緊急時の連絡手段 電話、専用メール、専用ホームページ、SNS での情報提供

（１６）相談・要望・苦情窓口

相談・苦情受付担当者 （氏名）高妻美香 園長

相談・苦情解決責任者 （氏名）金子佳美 主幹保育教諭

第三者委員
（氏名）笠江孝一

（電話番号）39‐0290

元教育長

（氏名）安原青兒 （電話番号）23‐5647



元九州保健福祉大学教授

（氏名）山本千穂子
（電話番号）33‐4830

元公立保育所所長

【要望・苦情等への対応方法】

（１）苦情の受付

苦情は、面談、電話、書面などにより苦情受付担当者が受け付けます。尚第三者委員会

に直接苦情を申し出ることもできます。

（２）苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者

委員への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、

苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知します。

（３）苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情解決申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際

苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち合いを求めることが出来ます。なお、第三者委

員の立ち合いによる話し合いは、次により行います。

ア .第三者委員による苦情解決の確認

イ .第三者委員による解決案の調整、助言

ウ .話し合いの結果や改善事項等の確認

（４）都道府県「運営適正化委員会の紹介」

本事業所で解決できない苦情は、宮崎県社会福祉協議会（宮崎市原町 2 番 22 号宮崎県

福祉総合センター内）に設置された福祉サービス運営適正化委員会に申し立てることが

できます。

（５）不適切保育についての相談窓口 ご案内

認定こども園連盟 不適切保育相談窓口 受付時間▶10： 00～20：00（祝日を除く月～土）

フリーダイヤル 0120‐915‐ 570

（１７）賠償責任保険の加入状況

以下の保険に加入しています。

保険の種類 日保協 保育園総合保険制度

保険の内容

保険金額

傷害保険 補償金額 229.5 万

賠責保険 対人 10 億

     対物 1.000 万

（１８）個人情報の取り扱い

（個人情報の取り扱い方法）

特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密

は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありま

せん。


